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4
9
万
聚
黒
に
Ｊ
Ｐ
Ｃ
国
会
請
願

　

昨
年
八
月
以
来
、
各
加
盟
団
体
で
街

頭
署
名
も
含
め
て
全
国
的
に
取
り
組
ん

で
き
た
「
難
病
患
者
な
ど
の
医
療
と
生

活
の
保
障
を
要
望
す
る
請
願
」
署
名
が

ま
と
ま
り
、
四
月
十
六
日
、
加
盟
団
体
の

代
表
が
衆
参
両
院
に
提
出
し
ま
し
た
。

　

請
願
行
動
に
先
立
ち
、
午
前
十
時
三

十
分
か
ら
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
の
第

一
会
議
室
で
集
会
を
開
き
ま
し
た
。

　

四
十
八
万
余
の
署
名
が
う
ず
た
か
く

積
ま
れ
た
会
議
室
で
、
伊
藤
文
博
常
任

幹
事
（
福
島
県
難
病
連
）
の
司
会
で
集

会
は
す
す
め
ら
れ
、
体
調
が
悪
く
参
加

で
き
な
か
っ
た
両
代
表
幹
事
に
変
わ
っ

て
、
古
川
常
任
幹
事
が
各
地
か
ら
の
参

加
者
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
を
代

表
し
て
挨
拶
し
ま
し
た
。

　

集
会
に
は
、
多
忙
な
院
内
で
の
活
動

の
合
間
を
ぬ
っ
て
自
民
党
、
社
会
党
、

公
明
党
、
共
産
党
の
代
表
が
か
け
つ
け
、

難
病
患
者
ら
の
切
実
な
要
望
を
理
解

し
、
対
策
の
拡
充
を
め
ざ
し
た
い
な
ど

の
激
励
の
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
厚
生
省
か
ら
保
健
医
療
局
疾

病
対
策
課
の
課
長
補
佐
を
は
じ
め
三
人

の
担
当
者
が
出
席
し
、
平
成
二
年
度
の

難
病
対
策
を
中
心
に
予
算
案
を
説
明
し

ま
し
た
。
こ
の
説
明
に
は
参
加
者
も
真

剣
に
聞
き
入
り
、
特
定
疾
患
治
療
研
究

事
業
の
対
象
疾
患
を
年
一
疾
患
ず
つ
で

は
な
く
も
っ
と
増
や
し
て
ほ
し
い
、
調

査
研
究
班
を
存
続
し
て
ほ
し
い
、
難
病

医
療
相
談
モ
デ
ル
事
業
の
協
議
対
象
団

体
に
地
域
の
難
病
連
も
加
え
て
ほ
し
い

な
ど
の
要
望
も
だ
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
各
地
の
代
表
が
七
班
に

分
か
れ
て
、
衆
参
両
院
の
社
会
労
働
委

員
を
は
じ
め
百
十
七
人
の
議
員
室
を
訪

ね
、
各
議
員
の
地
元
で
集
め
た
署
名
を

も
っ
て
、
国
会
へ
の
紹
介
・
提
出
を
要

請
し
ま
し
た
。

　

こ
の
日
提
出
し
た
請
願
は
、
①
難
病

の
原
因
究
明
、
治
療
法
確
立
の
予
算
増

額
と
公
費
負
担
制
度
の
拡
充
②
身
体
障

害
者
福
祉
法
の
抜
本
改
正
、
難
病
患
者

の
法
対
象
へ
の
取
り
入
れ
③
医
療
保
険

制
度
の
充
実
④
国
民
健
康
保
険
料
の
引

下
げ
⑤
国
立
医
療
機
関
の
拡
充
⑥
在
宅

患
者
の
医
療
、
介
護
、
生
活
保
障
⑦
年

金
改
善
⑧
難
病
患
者
ら
の
雇
用
確
保
⑦

労
災
の
予
防
・
根
絶
⑩
患
者
会
館
の
建

設
の
＋
項
目
で
し
た
。

　

こ
の
日
の
行
動
に
は
十
八
団
体
か
ら

七
十
五
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
（
署
名

・
募
金
額
は
七
面
）
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友全
の国

ぎ
對
聡
皿
河
野
磐
さ
ん
逝
く

　

全
国
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
友
の
会
前
事
務

局
長
の
河
野
磐
さ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た

　

三
月
三
十
一
日
早
朝
、
自
宅
の
ト
イ
レ

で
前
の
め
り
に
倒
れ
、
起
き
上
が
れ
な
い

ま
ま
、
ご
家
族
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
亡

く
な
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

河
野
さ
ん
を
ご
存
じ
の
方
も
少
な
く
な

い
と
思
い
ま
す
。
全
国
交
流
集
会
や
総
会

な
ど
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
行
事
に
は
、
個
人
タ
ク
シ

ー
の
運
転
手
で
永
年
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
河
野
さ
ん
を
支
え
て
き
た
佐
藤
さ
ん
の

Ｊ
Ｐ
Ｃ
第
ろ
回
総
会
で
ア
ピ
ー
ル
を
読
む

河
野
磐
さ
ん
（
右
）
＝
8
8
年
６
月

介
助
で
必
ず
姿
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
言

語
障
害
の
た
め
あ
ま
り
発
言
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
河
野
さ
ん
は
各

地
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
患
者
仲
問
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
Ｊ
Ｐ
Ｃ
で
も

い
わ
ぱ
在
宅
難
病
患
者
の
典
型
と
し
て
全

国
の
患
者
を
激
励
し
て
き
ま
し
た
。

　

河
野
さ
ん
は
、
一
九
六
五
年
ご
ろ
に
発

病
し
。
病
状
が
進
行
す
る
中
で
一
九
七
六

年
に
は
全
国
パ
ー
キ
ヽ
ノ
ソ
ン
病
友
の
会
の

結
成
に
も
参
加
し
ま
し
た
。
事
務
局
長
を

永
年
務
め
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
特
定
疾

患
指
定
の
た
め
の
運
動
で
も
中
心
的
な
活

躍
を
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
と
き
厚
生
大
臣

へ
の
陳
情
で
、
大
臣
の
前
で
バ
ラ
ン
ス
を

崩
し
て
倒
れ
、
大
臣
を
驚
か
せ
て
思
い
が

け
ず
パ
ー
キ
ヽ
ノ
ソ
ン
病
の
実
態
の
理
解
を

得
る
の
に
役
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

職
場
の
仲
間
を
中
心
に
「
河
野
さ
ん
を

励
ま
す
会
」
も
つ
く
ら
れ
、
病
状
が
進
行

し
て
も
退
職
を
長
期
に
延
期
さ
せ
、
そ
の

後
も
在
宅
勤
務
の
扱
い
を
二
年
間
も
さ
せ

た
り
、
亡
く
な
る
ま
で
職
員
名
簿
か
ら
外

さ
せ
な
い
な
ど
、
多
く
の
人
々
の
支
援
を

受
け
て
が
ん
ば
っ
て
き
ま
し
た
。

　

奥
さ
ん
の
都
さ
ん
と
の
共
著
『
二
人
三

脚
泣
き
笑
い
』

　

（
あ
ゆ
み
出
版
）
が
あ
り

ま
す
。
心
か
ら
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。

＠

I医療噸祉のうごき

ｎｎ;尉肩幽幽幽喘口口肩口ｍ眉喘喘幽

同
こ
に
に
作

成
二
年
度
の
国
民
医
療
費
は

総
額
二
十
兆
円
を
超
し
、
国

民
一
人
当
り
十
六
万
九
千
円

に
な
る
計
算
。

　

▽
８
日

　

大
蔵
省
が
提
出

し
た
「
財
政
の
中
期
展
望
」

に
よ
る
と
、
税
金
と
社
会
保

障
負
担
と
合
わ
せ
た
国
民
の

負
担
は
平
成
二
年
度
当
初
予

算
で
国
民
所
得
の
四
〇
・
四
％
に
達
す
る

見
込
み
。

　

▽
1
4
日

　

厚
生
省
は
生
活
保
護
世
帯
の

保
有
す
る
資
産
と
生
活
保
護
の
兼
ね
合
い

に
つ
い
て
初
め
て
取
り
扱
い
基
準
を
決

め
、
都
道
府
県
に
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
二
千
万
円
以
上
の
資
産
を
持
っ
て
い
る

保
護
世
帯
に
つ
い
て
は
「
処
遇
検
討
会
」

で
検
討
、
生
活
保
護
費
を
打
ち
切
る
方
針
。

畷
ほ
浦
言
鰭
‰

国
民
負
担
率

　

国
民
所
得
に
対
す
る
税
金
（
国
税
・

地
方
税
）
と
、
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
、

国
民
健
康
保
険
な
ど
の
保
険
料
を
合
わ

せ
た
割
合
を
示
す
も
の
で
す
。
生
命
保

険
な
ど
私
的
年
金
は
入
り
ま
せ
ん
。

た
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
の
実
態
調
査

で
は
入
所
者
の
五
六
こ
二
％
は
医
療
機
関

か
ら
、
四
〇
％
近
く
が
家
庭
か
ら
。

　

▽
2
8
日

　

脳
死
を
人
の
死
と
認
め
る
か

ど
う
か
を
審
議
す
る
「
脳
死
臨
調
」
が
ス

タ
ー
ト
。
永
井
道
雄
氏
ら
十
五
人
が
委
員
。

　
　
　
　
　

▽
1
4
日

　

津
島
厚
相
は
高
齢

［
ふ
匹
］

者
の
福
祉
・
保
健
、
医
療
対
策

と
市
町
村
に
一
元
化
す
る
老
人
福
祉
法
な

ど
の
改
正
案
を
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に

諮
問
し
た
。

　

▽
1
9
日

　

二
十
一
世
紀
に
向
け
て
行
政

の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
た
臨
時
行
政
改

革
推
進
審
議
会
が
最
終
答
申
を
首
相
に
提

出
、
二
〇
二
〇
年
頃
の
国
民
負
担
率
を
五

〇
％
未
満
に
抑
制
す
べ
き
と
提
言
。

　

▽
2
5
日

　

警
察
庁
の
ま
と
め
に
よ
る
と

昨
年
、
六
十
五
歳
以
上
の
自
殺
者
が
昭
和

五
十
三
年
以
後
最
悪
（
六
千
三
百
五
十
八

人
）
を
記
録
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
。
特

に
こ
こ
数
年
の
増
加
が
著
し
く
、
原
因
は

「
病
苦
」
が
四
人
に
三
人
の
割
合
。

　

こ
の
比
率
が
高
く
な
れ
ば
国
民
の
可

処
分
所
得
は
低
く
な
る
わ
け
で
、
国
際

的
に
も
国
の
財
政
、
福
祉
の
水
準
を
測

る
う
え
で
重
要
な
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に
な

っ
て
い
ま
す
。
先
進
各
国
の
国
民
負
担

率
は
、
米
国
三
六
こ
二
％
、
英
国
五
三

・
三
％
、
西
独
五
二
二
二
％
。

･闘験恭の抑闇1990-5
２７４
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医
療
法
、
福
祉
８
法
改
正
案
国
会
へ

ど
こ
へ
行
く
ｒ
-
2
1
世
紀
の
社
会
保
障

　

〈
医
療
法
改
正
〉

　

厚
生
省
は
四
月
十
三
日
の
医
療
審
議
会

に
今
国
会
に
提
出
予
定
の
医
療
法
改
正
案

の
「
考
え
方
」
を
示
し
ま
し
た
。
そ
の
概

要
は
次
の
通
り
で
す
。

第
一

　

改
正
の
目
的

　
　

（
略
）
医
療
提
供
の
理
念
及
び
国
等
の

貞
務
を
規
定
、
医
療
施
設
の
機
能
に
応
じ

た
体
系
化
、
医
業
に
関
す
る
広
告
規
制
の

見
直
し
、
病
院
、
診
療
所
の
業
務
の
委
託

に
開
す
る
規
定
の
恪
㈲
、
医
療
法
人
の
業

務
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行
う
こ
と

第
二

　

医
療
提
供
の
理
念
等

】

　

医
療
提
供
の
理
念

　

の
医
療
は
、
生
命
の
尊
厳
及
び
質
の
尊

厳
を
旨
と
し
、
医
療
を
提
供
す
る
も
の
と

患
者
の
信
頼
関
係
に
立
っ
て
疾
病
及
び
患

者
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
適
切
に
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

　

②
病
院
、
診
療
所
、
老
人
保
健
施
設
等

が
相
互
に
連
係
を
保
ち
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
機
能
に
応
じ
、
施
設
又
は
患
者
の
居
宅

等
適
切
な
場
で
医
療
を
捉
供
す
る
こ
と

二

　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
／
三

　

病
院
、
診
療
所
、
老
人
保
健
施
設
等
の

　

責
務
（
略
）

第
三

　

施
設
機
能
の
体
系
化

一

　

特
定
総
合
病
院

　

高
度
な
技
術
に
基
づ
く
医
療
を
適
切
に

捉
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の

条
件
に
適
合
す
る
病
院
で
あ
っ
て
、
厚
生

大
臣
が
審
査
の
上
承
認
し
た
も
の

＊
他
の
病
院
か
ら
の
一
定
の
紹
介
患
者
を

対
象
と
す
る
こ
と

＊
常
時
、
高
度
な
技
術
に
鍵
づ
く
救
急
医

原
を
提
供
す
る
体
制
を
有
す
る
こ
と

＊
他
の
病
院
ま
た
は
診
療
所
か
ら
紹
介
さ

れ
た
患
者
に
対
し
、
高
度
の
医
療
を
行
う

た
め
の
能
力
を
有
す
る
こ
と

二

　

長
期
療
養
病
床
群

＊
長
期
療
養
忠
者
に
適
し
た
医
療
の
提
供

を
躍
保
す
る
た
め
に
、
一
般
病
床
の
う
ち
、

厚
生
省
令
で
定
め
る
長
期
に
わ
た
り
病
院

に
お
い
て
療
養
す
る
患
者
の
た
め
の
一
定

数
の
病
床
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
知
事
の

許
可
を
得
た
と
き
は
、
当
該
病
床
群
に
つ

い
て
は
、
一
般
の
病
院
の
基
準
と
異
な
る
、

長
期
療
養
に
適
し
た
医
療
を
行
う
た
め
の

人
員
及
び
設
備
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と

３

と
す
る
こ
と

＊
長
期
療
養
病
床
群
の
人
員
基
準
に
つ
い

て
は
、
介
護
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
考
え

に
立
っ
て
、
看
護
の
補
助
業
務
に
従
事
す

る
者
の
配
置
を
定
め
る
こ
と

＊
現
行
の
特
例
許
可
老
人
病
院
制
度
は
、

存
続
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と

三

　

老
人
保
健
施
設

＊
医
療
法
上
の
位
置
付
け
の
た
め
老
人
保

健
施
設
の
定
義
規
定
を
創
設
す
る
こ
と

第
四

　

医
業
に
関
す
る
広
告
制
限
の
見
直

　

し
＊
医
業
に
関
す
る
広
告
に
つ
い
て
は
、
厚

生
大
臣
が
広
告
の
事
項
と
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
広
告
制
限
を

緩
和
す
る
こ
と

第
五

　

病
院
、
診
療
所
の
業
務
の
委
託
に

　

関
す
る
規
定
の
整
備

　

病
院
、
診
療
所
等
の
医
療
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
業
務
の
受
託
業
者
の
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
院
内
処
理
と
同
等

の
術
生
レ
ベ
ル
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
業
者
の
登
録
を
制
度
化
す
る
こ

と第
六

　

医
療
法
人
の
業
務
に
関
す
る
規
定

　

の
整
備
／
第
七

　

診
療
科
名
の
表
示
に

　

関
す
る
特
例
措
置
／
第
八

　

施
行
期
日

　

等
（
略
）

　

【
解
説
】

　

厚
生
省
の
「
考
え
方
」
を
見
る
と
、
①

病
院
な
ど
医
療
施
設
の
「
機
能
類
型
化
」

②
広
告
規
制
の
緩
和
③
在
宅
医
療
の
法
的

　

ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

位
置
付
け
の
明
確
化
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
な

　

２

つ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
な
不
安
も
あ
り
ま
す
。

　

①
「
機
能
類
型
化
」

　
　

「
特
定
総
合
病
院
」
の
創
設
と
、
一
般

病
床
の
な
か
に
「
長
期
療
養
病
床
群
」
を

設
け
る
こ
と
、
老
人
保
健
施
設
を
医
療
法

上
に
定
義
す
る
こ
と
等
が
主
な
内
容
と
な

っ
て
い
ま
す
。
「
特
定
総
合
病
院
」
は
「
高

度
な
技
術
に
基
づ
く
医
療
を
捉
供
す
る
体

制
を
確
保
す
る
た
め
」
の
も
の
で
す
が
、

　

「
一
定
の
紹
介
患
者
」
を
対
象
と
す
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
患
者
が
平

等
に
受
診
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
の
か
、

ま
た
高
度
医
療
に
伴
う
医
療
費
の
負
担
も

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

「
長
期
療
養
病
床
群
」
は
介
護
中
心
の

人
員
配
置
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、

特
例
許
可
（
外
）
老
人
病
院
の
よ
う
に
医

師
・
石
護
婦
配
置
基
準
を
低
く
抑
え
、
診

原
報
酬
上
も
そ
の
よ
う
な
対
応
に
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
ま
た
在
院
日
数
「
九
十

日
」
を
類
型
化
の
基
準
（
医
療
審
議
会
で

の
厚
生
省
の
見
解
）
と
し
た
場
合
、
多
く

の
一
般
病
床
が
「
長
期
療
養
病
床
群
」
に

転
換
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

心
配
が
あ
り
ま
す
。

　

②
「
広
告
規
制
の
緩
和
」

　

医
療
の
公
共
性
を
軽
視
し
た
医
療
法
人

間
の
競
争
や
マ
ス
コ
ミ
を
使
っ
た
宣
伝
の

1990- 5＝瀕首吊（一拍I
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激
化
な
ど
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

③
在
宅
医
療
な
ど
の
法
的
位
置
付
け

　
　

「
医
療
提
供
の
理
念
等
」
で
「
施
設
ま

た
は
心
者
の
居
宅
等
適
切
な
場
で
医
療
を

提
供
す
る
」
と
、
「
忠
者
の
居
宅
」
が
医

療
を
提
供
す
る
場
と
し
て
明
確
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
全
国
交
流
集
会
の
分
散
会
な
ど

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
現
在
の
「
在

宅
医
療
」
に
は
解
決
が
難
し
い
問
題
や
困

難
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
決
策

を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
法
的
位
ほ
付
け
を
行

う
の
は
性
急
な
や
り
方
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

以
上
、
現
時
点
で
の
疑
問
点
を
あ
げ
て

み
ま
し
た
。
今
後
私
た
ち
患
者
・
家
族
の

実
態
や
要
求
に
照
ら
し
て
こ
の
改
正
案
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
日
医
や

日
本
看
護
協
会
を
は
じ
め
多
く
の
医
療
関

係
団
体
か
ら
も
批
判
的
な
見
解
が
出
さ
れ

て
お
り
、
関
係
団
体
の
動
向
が
注
目
さ
れ

ま
す
。

　

ま
た
八
七
年
の
「
国
民
医
療
総
合
対
策

本
部
中
間
報
告
」
と
の
関
連
で
、
今
改
正

に
よ
っ
て
医
療
に
対
す
る
公
的
責
任
が
縮

小
さ
れ
た
り
、
経
済
効
率
が
最
艇
先
さ
れ

る
よ
う
な
医
療
の
あ
り
方
に
つ
な
が
ら
な

い
よ
う
、
厚
生
省
へ
の
陳
情
活
動
の
強
化

な
ど
Ｊ
Ｐ
Ｃ
と
し
て
も
発
一
言
を
強
め
て
い

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

〈
福
祉
８
法
改
正
〉

　

厚
生
省
は
四
月
二
十
七
日
、
国
会
に
「
老

人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
を
提
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
改

正
さ
れ
る
の
は
、
①
社
会
福
祉
事
業
法
②

老
人
福
祉
法
⑤
老
人
保
健
法
④
身
体
障
害

者
福
祉
法
⑤
児
童
福
祉
法
⑥
精
神
蒔
弱
者

福
祉
法
⑦
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
⑨
社
会

福
祉
・
医
療
事
業
団
法
で
す
。

　

今
改
正
は
「
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
等

の
福
祉
の
一
層
の
増
進
を
図
る
た
め
、
こ

れ
ら
の
者
の
居
宅
に
お
け
る
生
活
を
支
援

す
る
福
祉
施
策
と
施
設
に
お
け
る
福
祉
施

策
と
を
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
一
元
的
に

実
施
す
る
」
こ
と
を
趣
旨
と
し
、
具
体
的

に
は
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。

①
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
身
体
障
害
者

更
生
援
護
施
設
へ
の
入
所
決
定
権
を
都
道

府
県
（
都
道
府
県
福
祉
事
務
所
）
か
ら
町

村
へ
委
譲

②
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
（
在
宅
福
祉
サ

ー
ビ
ス
）
の
措
置
の
明
確
な
位
置
付
け

　

（
老
人
福
祉
、
身
体
呻
害
者
福
祉
、
精
神

簿
弱
者
福
祉
、
児
童
福
祉
、
母
子
及
び
寡

婦
福
祉
各
法
）

⑤
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
法
へ
の
在
宅
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
追
加

④
市
町
村
の
措
置
費
に
は
岡
五
割
、
都
道

府
県
が
二
・
五
割
を
補
助
。
都
道
府
県
の

Ｏ

措
置
費
に
は
国
五
割
補
助

⑤
老
人
保
健
・
福
祉
計
画
（
老
人
福
祉
／

保
健
法
）
の
策
定

⑥
福
祉
事
務
所
の
機
能
見
直
し

⑦
市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
を
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
実
施
団
体
と
す
る
こ
と

　

ま
た
当
初
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
市
町

村
の
必
須
事
務
と
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て

い
ま
し
た
が
、
一
部
の
市
町
村
か
ら
財
政

的
裏
付
け
や
人
員
の
問
題
で
疑
問
や
反
対

の
憲
見
が
出
さ
れ
、
自
治
省
と
の
調
整
の

う
え
今
回
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

「
解
説
」

　

今
回
の
社
会
福
祉
事
業
法
関
係
八
法
改

正
は
、
昨
年
三
月
の
福
祉
関
係
三
審
議
会

合
同
企
画
分
科
会
の
「
今
後
の
社
会
福
祉

の
あ
り
方
」
に
沿
っ
た
も
の
で
、
特
に
昨

年
暮
れ
厚
生
省
が
明
ら
か
に
し
た
「
高
齢

者
保
健
福
祉
推
進
十
ヵ
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル

ド
プ
ラ
ン
）
」
の
具
体
化
の
た
め
に
、
老

人
福
祉
法
、
老
人
保
健
法
の
改
正
を
重
点

と
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
の
生
活
に
身
近
な
市
町
村
が
福

祉
の
担
い
手
と
し
て
明
確
に
位
脛
付
け
ら

れ
、
私
た
ち
の
実
態
や
声
を
反
映
し
た
良

質
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
体
制
を
整
え

よ
う
と
す
る
考
え
方
自
体
は
好
ま
し
い
こ

と
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
不
安
や
心
配
の

声
も
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

①
福
祉
に
対
す
る
国
の
責
任
が
曖
昧
に
な

る
の
で
は
な
い
か

②
市
町
村
間
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
格
差
が
大

き
く
な
る
の
で
は
な
い
か

⑤
八
五
年
度
か
ら
八
八
年
度
ま
で
の
三
年

間
の
時
限
立
法
と
さ
れ
て
い
た
措
置
費
の

国
五
割
、
都
道
府
県
一
丁
五
割
、
市
町
村

二
・
五
割
負
担
が
昨
年
度
か
ら
固
定
さ
れ
、

自
治
体
の
負
担
割
合
が
大
き
く
な
っ
た
な

か
で
、
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
利
用
者
負
担

の
増
加
な
ど
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か

　

ま
た
「
在
宅
福
祉
の
推
進
」
も
寝
た
き

り
老
人
の
増
加
や
家
族
の
介
護
負
担
、
経

済
的
負
担
の
問
題
が
深
刻
化
・
重
複
化
す

る
な
か
で
、
ヘ
ル
パ
ー
の
増
員
や
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
在
宅
を
支
え
る
施
設

の
整
陥
・
充
実
な
ど
が
緊
急
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
重
要
な
課
題
で
す
が
、
市
町

村
の
負
担
増
の
た
め
に
そ
の
対
応
が
先
送

り
に
な
り
、
結
果
的
に
在
宅
推
進
を
□
実

に
民
間
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
大
幅
に

参
入
さ
せ
、
患
者
・
家
族
の
負
担
の
増
大

と
福
祉
に
対
す
る
公
的
責
任
の
縮
小
に
つ

な
が
る
の
で
は
と
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

医
療
法
改
正
、
社
会
福
祉
八
法
の
改
正

と
医
療
・
福
祉
の
基
本
的
な
お
り
方
を
示

す
法
律
が
相
次
い
で
改
正
さ
れ
ま
す
が
。

　

「
公
的
責
任
の
縮
小
」

　

「
在
宅
促
進
」
と

い
う
共
通
の
考
え
方
に
立
っ
た
改
正
が
進

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
医
療
・
福

祉
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
十
分
な
注

意
が
必
要
で
す
。

｡熊瞭０＠抑闇1990- 5２昂
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谷ｍ３、

総
会
議
案
を
協
議

　
　
　
　

第
４
回
幹
事
会

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
四
月
十
四
・
十
五
日
の
二
日

間
に
わ
た
り
東
京
都
内
で
第
四
回
幹
事
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
（
写
真
）

　

こ
の
日
お
さ
宏
、
伊
藤
た
て
お
両
代
表

幹
事
が
体
調
を
崩
し
急
き
ょ
欠
席
、
ま
た

他
に
も
他
の
会
議
と
亜
な
っ
た
り
、
体
調

不
良
の
た
め
欠
席
し
た
役
員
も
多
く
、
十

九
団
体
二
十
一
人
の
参
加
と
な
り
ま
し
た

が
、
終
始
熱
心
な
協
議
を
行
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
欠
席
し
た
両
代
表
幹
事
に
か
わ

り
小
林
事
務
局
長
が
あ
い
さ
つ
し
、
続
い

て
座
長
・
議
事
録
署
名
人
の
選
出
を
行
い

議
事
に
入
り
ま
し
た
。

　

前
幹
事
会
以
降
の
全
国
交
流
集
会
や
予

算
要
求
行
動
、
研
修
会
な
ど
の
主
な
活
動

に
つ
い
て
事
務
局
長
が
経
過
を
報
告
、
承

認
を
受
け
た
あ
と
協
議
事
項
に
入
り
、
総

会
議
案
・
決
算
報
告
、
予
算
案
・
規
約
改

正
案
・
新
役
員
構
成
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

熱
心
な
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
な
か
で
身
障
手
帳
を
持
だ
な
い
難

病
患
者
へ
の
鉄
道
・
航
空
機
の
運
賃
割
引

制
度
拡
大
、
距
離
制
限
の
撤
廃
へ
の
取
り

組
み
、
身
陥
法
改
正
の
問
題
、
地
域
難
病

運
交
流
会
の
持
ち
方
、
予
算
案
の
「
事
務

　

医
療
・
福
祉
の
特
徴

１
、
苦
し
み
増
す
患
者
、
家
族
の
現
状

　

「
世
界
一
お
金
持
ち
の
日
本
」
と
い
わ

れ
る
な
か
で
、
医
療
費
抑
制
や
い
わ
ゆ
る

　

「
適
正
化
」
な
ど
医
療
・
福
祉
の
状
況
は

非
常
に
厳
し
い
。
昨
年
の
全
国
交
流
集
会

の
分
散
会
な
ど
で
も
患
者
・
家
族
の
抱
え

る
苦
し
み
や
不
安
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

２
、
医
療
・
福
祉
へ
の
国
民
の
期
待

151

所
設
置
等
積
立
金
」
に
関
連
し
て
Ｊ
Ｐ
Ｃ

独
自
事
務
所
の
問
題
な
ど
。
い
く
つ
か
の

意
見
や
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
意

見
を
受
け
全
休
で
協
議
の
う
え
、
こ
れ
ら

の
意
見
を
補
足
、
内
容
・
記
述
の
整
理
を

常
任
幹
事
会
の
責
任
で
お
こ
な
い
総
会
に

提
案
す
る
と
の
確
認
が
さ
れ
原
案
は
全
体

で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
第
５
回
総
会
の
準
備
、
総
会
前

日
の
地
域
難
病
辿
交
流
会
の
準
術
、
当
日

の
議
題
、
国
会
請
願
行
動
の
確
認
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。

　

※
総
会
議
案
に
つ
い
て
は
「
第
五
回
総

　
　

会
議
案
（
幹
事
会
案
）
要
旨
」
を
ご

　
　

参
照
く
だ
さ
い
。

　

一
方
、
総
理
府
の
調
査
に
よ
る
と
医
療

や
福
祉
の
充
実
を
求
め
る
国
民
の
要
求
や

願
い
は
強
く
な
っ
て
お
り
、
国
民
的
課
題

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

５
、
八
〇
年
代
の
医
療
・
福
祉
の
流
れ

　

一
九
八
二
年
の
第
一
一
臨
調
の
基
本
答
申

に
沿
っ
て
、
医
療
費
抑
制
、
受
益
者
負
担

の
強
化
、
各
種
給
付
の
抑
制
が
具
体
的
に

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
強
力
な
運
動
で
改
善
さ
れ
た

部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
医
療
や
福
祉
に
対

す
る
国
の
責
任
に
よ
る
公
的
な
保
障
と
い

第
1
2
回
常
任
幹
事

会
を
開
催

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
三
月
三
十
・
三
十
一
日
の
一
一

日
間
、
東
京
都
内
で
第
十
二
回
常
任
幹
事

会
を
行
い
八
人
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

こ
の
常
任
幹
事
会
で
は
第
五
回
総
会
議

案
、
予
決
算
案
、
規
約
改
正
案
、
新
役
貝

構
成
な
ど
を
中
心
に
討
議
を
行
い
第
四
回

幹
事
会
に
提
案
す
る
原
案
を
ま
と
め
ま
し

た
。
そ
の
他
第
四
回
幹
事
会
の
議
題
確
認
、

任
務
分
担
と
準
備
、
国
会
請
願
行
動
の
準

備
、
総
会
後
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て
話
し

合
い
ま
し
た
。

う
点
で
は
制
約
や
規
制
が
強
く
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
こ
れ
ら
の
施
策
が
私
た
ち
の

実
態
を
見
ず
、
意
見
や
声
を
反
映
す
る
こ

と
も
な
く
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
今

日
の
医
療
・
福
祉
情
勢
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。8

9
年
度
活
動
報
告

１
、
学
び
合
い
交
流
す
る
活
動

　

田
全
国
交
流
集
会

　

昨
年
十
一
月
十
八
・
十
九
日
に
長
野
県

岡
谷
市
で
開
き
、
過
去
最
高
の
二
十
七
団

体
二
百
十
四
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

㈲
研
修
会
の
開
催

２／７｡鰭秘ｅの抑闇
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。。万､、

　

今
年
の
一
一
月
、
静
岡
市
内
で
「
資
金
造

成
活
動
担
当
者
研
修
会
」
と
「
医
療
・
福

祉
相
談
研
修
会
」
の
二
つ
の
研
修
会
を
行

い
、
た
い
へ
ん
好
評
で
し
た
。

２
、
患
者
の
願
い
を
か
な
え
る
活
動

　

印
内
部
障
害
者
運
賃
割
引
の
実
現

　

Ｊ
Ｒ
各
社
、
航
空
会
社
、
運
輸
・
厚
生

両
省
へ
の
陳
情
・
要
請
を
繰
り
返
し
、
永

年
待
望
し
て
き
た
鉄
道
・
航
空
運
賃
割
引

の
内
部
障
害
者
へ
の
適
用
を
実
現
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

㈲
国
会
請
願
が
衆
議
院
で
採
択

　

八
八
年
度
に
取
り
組
ん
だ
請
願
嗇
が
昨

年
六
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
採

択
さ
れ
、
私
た
ち
を
勇
気
づ
け
ま
し
た
。

そ
し
て
八
九
年
度
請
願
署
名
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
だ
結
果
、
四
十
九
万
余
の
署
名

を
集
め
、
四
月
十
六
日
に
国
会
請
願
行
動

を
行
い
ま
し
た
。
十
八
団
体
七
十
八
入
が

参
加
、
百
十
七
人
の
議
員
に
詰
願
書
を
手

渡
し
ま
し
た
。

　

陶
予
算
要
求
行
動

　

昨
年
十
二
月
二
十
五
日
に
八
団
体
四
十

一
人
が
参
加
し
、
厚
生
省
、
大
蔵
省
に
陳

情
。
こ
の
結
果
九
〇
年
度
予
算
に
①
難
病

患
者
医
療
相
談
モ
デ
ル
事
業
の
七
県
増
②

小
児
慢
性
特
定
疾
患
の
十
五
年
ぶ
り
の
拡

大
⑤
重
度
身
体
障
害
者
意
志
伝
達
装
置
が

日
常
生
活
用
具
に
。
ま
た
九
〇
年
度
予
算

と
と
も
に
要
求
し
て
き
た
、
在
宅
人
工
呼

吸
器
の
健
保
適
用
は
九
〇
年
四
月
の
診
療

報
酬
改
定
の
際
、
在
宅
人
工
呼
吸
指
導
管

理
料
と
し
て
実
現
し
ま
し
た
。

５
、
組
織
を
強
く
大
き
く
す
る
活
動

　

印
財
政
活
動

　

分
担
金
は
加
盟
団
体
の
協
力
に
よ
り
予

算
を
越
え
、
ま
た
協
力
会
員
は
目
標
口
数

に
は
及
ば
な
か
っ
た
も
の
の
八
八
年
度
を

大
き
く
上
回
る
成
果
を
得
ま
し
た
。
物
品

あ
っ
せ
ん
事
業
は
ほ
ぼ
八
八
度
並
み
、
一

般
寄
付
、
国
会
請
願
募
金
と
も
に
大
き
く

伸
び
ま
し
た
。

　

㈲
組
織
を
大
き
く
す
る
活
動

　

昨
年
九
月
に
愛
媛
県
難
病
巡
が
加
盟
。

三
十
団
体
十
五
万
五
千
人
の
団
体
に
。

　

圀
機
関
誌
活
動

　

機
関
誌
『
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
仲
間
』
も
首
実
に

前
進
し
て
い
ま
す
。

　

㈲
執
行
機
関
・
事
務
局
の
活
動

　

常
任
幹
事
会
の
定
首
。
幹
事
会
の
強
化

な
ど
で
執
行
体
制
も
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
事
務
局
体
制
も
各
加
盟
団
体
の
援
助

の
下
で
支
障
な
く
活
動
を
続
け
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

４
、
加
盟
団
体
の
活
動

　

地
域
難
病
連
は
医
療
・
福
祉
相
談
会
、

検
診
な
ど
の
活
動
が
強
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
「
難
病
セ
ン
タ
ー
」
の
建
設

に
む
け
て
の
動
き
も
活
発
で
す
。

　

疾
病
別
全
国
団
体
で
は
各
疾
病
ご
と
の

医
療
・
福
祉
対
策
の
拡
充
を
求
め
て
積
極

的
に
活
動
し
、
支
部
・
県
組
織
・
会
員
の

６

信
頼
を
得
て
い
ま
す
。

別
年
度
活
動
方
針
案

医
療
・
福
祉
動
向
と
私
た
ち
の
運
動

　

困
九
〇
年
度
厚
生
省
予
算
の
特
徴
と
疑

　
　

問

　

九
〇
年
度
予
算
の
な
か
で
、
社
会
保
障

関
係
予
算
の
大
幅
増
額
、
「
高
齢
者
保
健

福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル
ド
ブ
ラ

ヽ
ノ
）
」
提
起
、
ま
た
在
宅
医
療
・
福
祉
の

促
進
な
ど
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

注
意
深
く
中
身
を
検
討
し
て
い
く
と
、
九

〇
年
度
厚
生
省
予
算
の
実
質
的
な
伸
び
率

は
三
・
七
％
で
あ
る
こ
と
、
ゴ
ー
ル
ド
プ

ラ
ン
も
実
施
主
体
と
な
る
地
方
自
治
体
は

多
額
の
費
用
が
か
か
り
、
自
治
体
財
政
が

厳
し
い
中
で
そ
の
実
現
は
危
ぶ
ま
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
疑
問
も
多
く
残
さ
れ
ま
す
。

　

㈲
二
Ｉ
世
紀
に
向
け
て
の
社
会
保
障
施

　
　

策
の
方
向

　

三
月
二
十
日
に
発
表
さ
れ
た
新
行
革
審

　

（
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
）
行
財
政

改
革
推
進
委
員
会
の
報
告
は
、
患
者
・
国

民
に
犠
牲
を
も
た
ら
し
た
だ
け
の
年
金
、

医
療
保
険
制
度
の
「
改
革
」
な
ど
、
第
二

臨
調
以
降
の
「
行
政
改
革
」
を
「
成
果
」

と
し
て
誇
り
、
今
後
、
九
〇
年
代
か
ら
二

Ｉ
世
紀
に
向
け
て
、
国
民
負
担
を
さ
ら
に

大
幅
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
「
社
会
保

障
制
度
を
始
め
と
し
た
制
度
・
施
策
の
改

革
は
も
と
よ
り
、
行
財
政
全
般
に
わ
た
り

思
い
切
っ
た
改
革
を
進
め
て
い
く
」
こ
と

を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
に
合
わ
せ
て
厚
生
省

は
、
す
で
に
医
療
法
改
正
や
社
会
福
祉
事

業
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
老
人
福
祉

法
な
ど
の
改
正
準
備
も
進
め
て
い
ま
す
。

　

倒
わ
た
し
た
ち
の
政
策
・
運
動
課
題

　

こ
う
し
た
社
会
保
障
の
動
き
に
対
応
し

て
Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
組
織
・
運
営
上
、
運
動
上
の

弱
点
を
一
日
も
早
く
克
服
し
、
医
療
・
福

祉
後
退
の
荒
波
と
有
効
に
た
た
か
え
る
力

を
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
今
後
の
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
活
動
、
と
り
わ

け
九
〇
年
度
を
出
発
点
と
し
て
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。

　

①
患
者
・
国
民
本
位
の
医
療
・
福
祉
づ

　
　

く
り
へ
の
取
り
組
み
強
化

　

②
関
係
分
野
と
の
積
極
的
な
交
流
と
連

　
　

挑

　

⑤
「
患
者
運
動
研
究
所
（
仮
称
）
」
な

　
　

ど
運
動
と
政
策
立
案
の
拠
点
づ
く
り

　

④
脳
死
・
臓
器
移
植
論
議
へ
の
参
加

　

⑤
困
難
な
会
へ
の
援
助
活
動
な
ど
み
ん

　
　

な
で
励
ま
し
あ
う
活
動

　

⑥
地
域
、
疾
病
団
体
交
流
会
な
ど
で
Ｊ

　
　

Ｐ
Ｃ
と
加
盟
団
体
の
組
織
強
化
を

　

⑦
運
営
体
制
、
事
務
局
体
制
の
強
化

　

⑧
分
担
金
な
ど
Ｊ
Ｐ
Ｃ
の
活
動
を
支
え

　
　

る
財
政
の
強
化

｡||･０の11間990－ 5
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，

。j
､，

　

わ
た
し
た
ち
の
ね
が
い

　
　
　

【
医
療
の
拡
充
を
求
め
て
】

　

難
病
の
研
究
、
治
療
法
確
立
の
た
め
の

研
究
体
制
の
拡
充
／
難
病
、
慢
性
疾
患
な

ど
の
予
防
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
の
た

め
の
一
貫
し
た
専
門
医
療
体
制
の
確
立
と

そ
の
た
め
に
必
要
な
医
師
・
看
護
婦
・
Ｍ

Ｓ
Ｗ
な
ど
の
養
成
と
確
保
／
国
公
立
病
院

に
難
病
相
談
室
の
設
置
と
Ｍ
Ｓ
Ｗ
の
配
置

／
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
の
申
請
手
続

き
の
改
善
／
薬
害
、
労
働
・
交
通
災
害
・

職
業
病
の
発
生
予
防
、
根
絶
の
た
め
の
抜

本
対
策
確
立
／
国
立
医
療
機
関
の
統
廃
合

・
委
譲
に
反
対
、
公
的
医
簾
の
拡
充
／
保

健
所
の
拡
充
と
機
能
強
化
／
医
療
制
限
を

す
る
健
康
保
険
法
、
老
人
保
健
法
の
療
養

担
当
規
則
の
改
正
／
在
宅
と
病
院
の
中
問

の
機
能
を
も
っ
た
中
間
施
設
や
安
心
し
て

長
期
入
院
で
き
る
後
方
施
設
の
建
設
を
公

的
責
任
で
促
進

　
　

【
医
療
費
保
障
の
拡
充
を
求
め
て
】

　

健
保
本
人
の
十
割
給
付
の
復
活
、
国
保
、

健
保
家
族
の
給
付
率
の
引
き
上
げ
／
老
人

保
健
法
反
対
、
自
己
負
担
、
治
療
制
限
の

撤
廃
／
難
病
、
身
体
障
害
、
精
神
病
な
ど

の
公
費
医
療
制
度
の
拡
充
・
通
院
交
通
費

の
助
成
／
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担

限
度
額
の
引
き
下
げ
／
高
度
先
進
医
療
の

医
療
保
険
全
面
適
用
／
は
り
灸
・
マ
。
サ

ー
ジ
、
東
洋
医
学
の
適
用
制
限
の
撤
廃

　
　

【
生
活
保
障
の
拡
充
を
求
め
て
】

　

厚
生
年
金
支
給
年
齢
六
十
五
歳
へ
の
引

延
ば
し
反
対
／
年
金
制
度
の
充
実
、
障
害

年
金
の
拡
充
、
全
て
の
障
害
者
・
長
期
慢

性
病
・
難
病
・
精
神
病
患
者
に
暮
せ
る
障

害
年
金
を
／
労
働
災
害
補
償
の
給
付
内
容

の
充
実
／
障
害
年
金
の
打
ち
切
り
は
や

め
、
不
合
理
な
失
権
の
改
善

　
　

【
社
会
復
帰
対
策
促
進
を
求
め
て
】

　

働
く
意
志
と
条
件
の
あ
る
患
者
の
完
全

社
会
・
職
場
復
帰
保
障
／
保
護
雇
用
、
在

宅
雇
用
制
度
の
確
立
／
障
害
者
の
職
業
紹

介
、
相
談
、
訓
練
体
制
の
強
化
／
難
病
児

・
障
害
児
の
教
育
の
保
障
を
す
る
た
め
に
、

普
通
学
校
・
障
害
児
学
校
の
環
境
整
備
・

充
実
／
難
病
児
・
障
害
児
の
保
育
、
早
期

教
育
の
保
障

　
　

【
福
祉
対
策
の
拡
充
を
求
め
て
】

　

難
病
・
重
度
慢
性
疾
患
な
ど
へ
の
身
体

障
害
者
福
祉
法
適
用
拡
大
と
診
断
潜
の
簡

素
化
／
各
種
陣
害
者
施
策
の
対
象
者
に
関

す
る
認
定
基
準
の
緩
和
／
独
居
障
害
者
・

老
人
の
公
営
住
宅
優
先
入
所
／
難
病
患
者

の
住
宅
改
造
費
へ
の
援
助
／
鉄
心
運
貫
の

距
離
制
限
の
撤
廃
、
特
急
・
寝
台
料
金
も

割
引
き
対
象
に
。
身
体
障
害
者
手
帳
を
持

だ
な
い
難
病
患
者
や
慢
性
疾
患
患
者
に
も

割
引
適
用
の
拡
大
／
患
者
・
障
害
者
団
体

の
相
談
活
動
へ
の
助
成
／
患
者
・
障
害
者

に
し
わ
よ
せ
の
消
費
税
廃
止
／
福
祉
事
務

所
の
機
能
拡
充
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｢難病患者などの医療と生活保障を要望する｣

国会請願署名・募金一覧表

ii!)8n年度分)

団　体　名 署名数 募金額 団　体　名 署名数 募金額

北海道難病連 31,831 375,710 宮崎県難病連 1,28f) 30,000

秋田難病連 (>,r)2(i 50.0'lfi 鹿児島県難病連 (i,551 33,870

福島県難病連 12,656 50,000 ス　　全　　|必 11,175 n't,000

茨城県難病辻 ■1,721 50,893 全　　交　　災 60 8,352

群馬県難病連 11,<)51 68,･188 全　　腎　　協 232,303 734,920

長野則･ff病連 13,235 34,135 心　　臓　　病 15,248 22],'131

静|剛I,團□lり連 17,15.1 227,7:^7 多発性硬化症 1,01)15 30,000

岐り.県難病連 9,156 102,-ISO パーキンソン 2,70fi 313､332

モ収県難病連 532 1,500 全　　患　　協 6,573 50,000

滋拉県難病連 10,773 132,327 全　　肝　　協 253 10,000

京郎難病連 9,･178 i7n,ir)0 目　患　同　盟 6,8-12 77,(J'1()

大阪靭病連 30,273 fi28,000 全　　低　　肺 ０ Ｏ

兵庫県難病連 2i,2(ir> Ｏ オストミー|烏合 ０ ０

な良県難病連 1,846 1 1,800 新宮難病連 8,014 7,000

岡山県難病連 1,G36 in,(io<) ベーチェット山形 l,25(i 31,398

高知県難病連 758 fi1,000 そ　　の　　他 238 1,500

愛媛県難病連 ０ 2,000 合　　　　　計 486,661 3,647,354

活
動
目
標

　
　
　

【
今
年
度
の
重
点
活
動
目
標
】

①
「
日
本
の
医
療
・
福
祉
と
患
者
運
動
を

　

考
え
る
全
国
交
流
集
会
司
」
を
十
一
月

　

十
七
・
十
八
日
に
兵
庫
県
で
開
催
し
ま

　

す
。

　

ま
た
九
一
年
度
の
「
全
国
交
流
災
会
９
」

(90り□j1511現化)

　

は
関
東
地
方
で
の
開
催
を
予
定
し
て
い

　

ま
す
。

②
Ｊ
Ｐ
Ｃ
協
力
会
貝
は
会
員
比
一
％
（
千

　

五
百
□
）
の
拡
大
を
め
ざ
し
て
取
り
組

　

み
を
強
化
し
ま
す
。

③
私
た
ち
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、

　

岡
会
請
願
署
名
・
募
金
活
動
を
取
り
組

　

み
、
衆
参
両
院
で
の
採
択
を
め
ざ
し
ま

　

す
。

２７９1990-5｡難癖船の11間
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巨
肋
骨
§
廠
似

Ｊ
Ｐ
Ｃ
第
５
回
総
会
の
ご
案
内

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
は
来
る
六
月
十
日
（
日
）
に

第
五
回
総
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

代
議
員
制
の
総
会
で
す
が
、
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
の
方
の
ご
参
加
も
お
待
ち
い
た

し
て
お
り
ま
す
。
お
誘
い
合
せ
の
う
え
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

記

日
時

　

一
九
九
〇
年
六
月
十
日
（
日
）

　
　
　

午
前
十
時
開
場
、
午
前
十
時
半

　
　
　

～
午
後
四
時
ま
で

会
場

　

全
社
連
会
館

　
　

品
川
区
東
五
反
田
ニ
ー
十
－
十
四

な
り
次
第
締
切
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　

な
お
総
会
の
資
料
は
当
日
お
渡

し
し
ま
す
、

　

■
地
難
連
交
流
会
は
前
日

　

Ｊ
Ｐ
Ｃ
第
五
回
総
会
前
日
の
六
月
九

日
、
地
域
難
病
連
交
流
会
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
Ｊ
Ｐ
Ｃ
未
加
盟
難
病
液
の
ご

参
加
も
大
歓
迎
い
た
し
ま
す
。
総
会
と

あ
わ
せ
で
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

記

　
　

雲

　

○
三
－
四
四
五
－
○
八
〇
〇

　
　

日
時

　
　

Ｊ
Ｒ
山
の
手
線
五
反
田
駅
下
車
徒

　
　

歩
六
～
七
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
場

次
第

　

活
動
報
告
／
決
算
報
告
／
活
動

　
　

内
容

　
　
　

方
針
案
・
予
算
案
提
案
／
規
約

　
　
　

改
正
案
提
案
／
新
年
度
役
員
選

　
　
　

出
／
ス
ロ
ー
ガ
ヽ
て
ア
ピ
ー
ル

　
　

申
込

　
　
　

案
の
提
案
な
ど

申
込

　

総
会
参
加
、
前
日
の
宿
泊
の
お

　
　

申
込
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
加
盟
の
地
域
難
病

　
　

連
、
疾
病
全
国
団
体
事
務
局
あ
る

　
　

い
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
事
務
局
に
お
問
い
合

　
　

わ
せ
く
だ
さ
い
。
宿
泊
は
定
員
に

一
九
九
〇
年
六
月
九
日
（
土
）

午
後
二
時
か
ら

全
社
連
会
館
（
総
会
同
会
場
）

各
難
病
連
の
対
自
治
体
交
渉
の

経
験
交
流
／
各
難
病
連
の
財
政

活
動
／
懇
親
会
／
他

参
加
方
法
、
参
加
費
、
宿
泊
な

ど
詳
し
く
は
、
各
難
病
連
の
事

務
局
、
あ
る
い
は
Ｊ
Ｐ
Ｃ
事
務

局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
な
る
べ
く
団
体
単
位
で
お

申
込
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

一
九
七
六
年
二
月
二
十
五
日
第
三
種
郵
便
物
認
可

Ｓ
Ｓ
Ｋ
Ｏ
通
巻
三
九
三
号
（
毎
週
月
・
火
・
木
・
金
曜
Ｐ
孔
行
）

一
九
九
〇
年
五
月
十
日
発
行

＠

國
像
―
葡

▼
兵
庫
県
で
難
病
相
談
セ
ン
タ
ー
開
設
へ

　

兵
庫
県
で
は
県
難
病
巡
な
ど
の
運
動
に

よ
り
今
秋
十
月
を
め
ど
に
、
県
立
尼
崎
病

院
内
に
難
病
帽
談
セ
｡
＼
タ
ー
を
開
設
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
に
は
Ｍ

Ｓ
Ｗ
と
保
健
婦
が
常
駐
し
、
医
師
が
週
一

回
詰
め
る
予
定
で
難
病
連
と
連
係
を
と
っ

て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
県
難
病
連
も
六
月
を
め
ど
に
神
戸

市
内
に
独
自
の
相
談
事
務
所
を
開
設
す
る

予
定
で
、
現
在
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い

ま
す
。

▼
各
加
盟
団
体
総
会
ラ
ッ
シ
ュ

　

三
～
四
月
は
各
加
盟
団
体
の
総
会
や
大

会
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
三
月
四
日
全
交
災

が
大
阪
市
内
で
第
二
十
一
回
定
期
総
会
を

開
催
。
四
月
十
日
か
ら
十
二
日
ま
で
全
忠

協
が
沖
仙
県
で
第
三
十
八
回
定
期
支
部
長

会
議
を
開
催
。
四
月
二
十
一
一
日
に
は
水
戸

市
で
茨
城
県
難
病
連
が
第
八
回
総
会
、
郡

山
市
で
福
島
県
難
病
連
が
第
十
六
回
定
期

代
表
総
会
、
北
海
道
難
病
連
が
札
幌
市
で

一
九
九
〇
年
度
総
会
を
そ
れ
ぞ
れ
行
い
ま

し
た
。
ま
た
四
月
二
十
九
日
に
は
秋
田
県

難
病
連
が
秋
田
市
内
で
第
十
四
回
定
期
総

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

▼
全
腎
協
、
全
肝
協
が
国
会
請
願

　

四
月
十
二
日
全
腎
協
は
第
十
九
次
国
会

発
行
ｙ

身
体
障
害
者

請
願
行
動
を
行
い
、
全
圓
か
ら
百
三
十
五

人
の
代
表
が
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て

衆
参
合
わ
せ
て
二
百
二
十
一
人
の
国
会
議

‥
り
に
六
十
九
万
余
の
署
名
を
手
渡
し
ま
し

た
。

　

ま
た
全
肝
協
も
四
月
十
八
日
に
初
め
て

の
国
会
請
願
行
動
を
行
い
、
四
十
八
人
の

代
表
が
六
十
人
の
議
員
に
六
万
余
の
署
名

を
手
渡
し
、
肝
炎
対
策
の
充
実
を
訴
え
ま

し
た
。

▼
心
臓
病
の
子
供
を
守
る
会
が
活
動
資
金

　

カ
ン
パ
活
動

　

心
臓
病
の
子
供
を
守
る
会
が
会
活
働
へ

の
理
解
と
協
力
を
呼
び
か
け
る
た
め
に
全

国
的
な
活
動
資
金
カ
ン
パ
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
千
円
以
上
の
力
ヽ
ノ
バ
を
い
た
だ

い
た
方
に
は
お
礼
と
し
て
守
る
会
特
製
の

テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
を
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
守
る
会
本
部
で
は
さ
ら
に
多
く
の
協

力
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す

〈
お
問
い
合
わ
せ
▽
全
国
心
臓
病
の
子
供

を
守
る
会

　

〒
一
〇
一

　

千
代
田
区
神
田

北
乗
物
町
一
七

　

北
乗
ビ
ル

容
○
三
－
二
五
六
－
八
四
二
四

東
京
都
世
田
谷
区
砧
６
－
2
6
－
2
1

､||酔參の1巾間汐90－5２２ひ



○患者の声を国会に！
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